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平成２０年１月１１日 法務省令第１号 

 

不動産登記令の一部を改正する政令（平成２０年

政令第１号）の施行に伴い、並びに不動産登記法

（平成１６年法律第１２３号）及び不動産登記令

（平成１６年政令第３７９号）の規定に基づき、

不動産登記規則の一部を改正する省令を次のよう

に定める。 

 

不動産登記規則の一部を改正する省令 

 

 不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）

の一部を次のように改正する。 

 

（申請書類つづり込み帳） 

第１９条 申請書類つづり込み帳には、申請書及

びその添付書面、通知書、許可書、取 下書その

他の登記簿の附属書類（申請に係る事件を処理

するために登記官が作成したものを含み、この

省令の規定により前条第３号から第５号まで及

び第７号の帳簿につづり込むものを除く。）を

つづり込むものとする。 

 

（土地図面つづり込み帳） 

第２０条 土地図面つづり込み帳には、土地所在

図及び地積測量図（これらのものが書 面である

場合に限る。）をつづり込むものとする。 

２・３ （略） 

 

（地役権図面つづり込み帳） 

第２１条 地役権図面つづり込み帳には、地役権

図面（書面である場合に限る。）をつづり込む

ものとする。 

２ （略） 

 

（建物図面つづり込み帳） 

第２２条 建物図面つづり込み帳には、建物図面

及び各階平面図（これらのものが書面 である場

合に限る。）をつづり込むものとする。 

２ （略） 

 
（添付書面の原本の還付請求） 

第５５条 書面申請をした申請人は、申請書の添

付書面（磁気ディスクを除く。）の原本の還付

を請求することができる。ただし、令第１６条

第２項、第１８条第２項若しくは第１９条第２

項又はこの省令第４８条第１項第３号（第５０

条第２項において準用する場合を含む。）若し

くは第４９条第２項第３号の印鑑に関する証明

書及び当該申請のためにのみ作成された委任状

その他の書面については、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により原本の還付を請求する

申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を

提出しなければならない。 

３ 登記官は、第１項本文の規定による請求があ

った場合には、調査完了後、当該請求に係る書

面の原本を還付しなければならない。この場合

には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本

を照合し、これらの内容が同一であることを確

認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、

これに登記官印を押印しなければならない。 

４ 前項後段の規定により登記官印を押印した第

２項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込

み帳につづり込むものとする。 

５ 第３項前段の規定にかかわらず、登記官は、

偽造された書面その他の不正な登記の申請のた

めに用いられた疑いがある書面については、こ

れを還付することができない。 

６ 第１項の規定による原本の還付は、申請人の

申出により、原本を送付する方法によることが

できる。この場合においては、申請人は、送付

先の住所をも申し出なければならない。 

７ 前項の場合における書面の送付は、同項の住

所にあてて、書留郵便又は信書便の役務であっ

て信書便事業者において引受け及び配達の記録

を行うものによってするものとする。 

８ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信

書便の役務に関する料金の支払のために使用す

ることができる証票であって法務大臣が指定す

るものを提出する方法により納付しなければな

らない。 

９ 前項の指定は、告示してしなければならない。 

 

（登記識別情報の通知の方法） 

第６３条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別

に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の

区分に応じ、当該各号に定める方法によるもの

とする。 

 一 （略） 

 二 書面申請 登記識別情報を記戟した書面を

交付する方法 

２ 登記官は、前項の通知をするときは、法第２

１条本文の規定により登記識別情報の 通知を受

けるべき者及び前条第１項各号に定める者並び

に同条第２項の代理人（申請人から登記識別情

報を知ることを特に許された者に限る。）以外

の者に当該通知に係る登記識別情報が知られな

いようにするための措置を講じなければならな

い。 

３ 送付の方法により登記識別情報を記載した書

面の交付を求める場合には、申請人は、 そ の

旨並びに次項及び第５項の場合の区分に応じた

送付先の別（第５項に規定する場 合であって

自然人である代理人の住所にあてて書面を送付

することを求めるときにあっては、当該代理人

の住所）を申請情報の内容とするものとする。 

４ 前項の場合における登記識別情報を記載した

書面の送付は、次の各号に掲げる場合 の区分に

応じ、当該各号に定める方法によってするもの

とする。 

一 申請人又は代理人（以下この条において「申

請人等」という。）が自然人である場合にお

いて当該申請人等の住所にあてて書面を送付

するとき、又は申請人等が法人である場合に

おいて当該申請人等である法人の代表者の住

所にあてて書面を送付するとき（第３号に掲
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げる場合を除く。） 郵便事業株式会社の内

国郵便約款の定めるところにより名あて人本

人に限り交付し、若しくは配達する本人限定

受取郵便又はこれに準ずる方法 

二 申請人等が法人である場合において当該申

請人等である法人の住所にあてて書面を送付

するとき（次号に掲げる場合を除く。） 書

留郵便又は信書便の役務であって信書便事業

者において引受け及び配達の記録を行うもの 

三 申請人等が外国に住所を有する場合 書留

郵便若しくは信書便の役務であって信書便事

業者において引受け及び配達の記録を行うも

の又はこれらに準ずる方法 

５ 前項の規定にかかわらず、前条第２項の規定

により代理人が登記識別情報の通知を 受ける場

合であって、当該代理人が法第２３条第４項第

１号に規定する代理人（以下「資格者代理人」

という。）であるときは、登記識別情報を記載

した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める方法によってする

ものとする。 

一 当該代理人が自然人である場合において当

該代理人の住所にあてて書面を送付するとき、

又は当該代理人が法人である場合において当

該代理人である法人の代表者の住所にあてて

書面を送付するとき 郵便事業株式会社の内

国郵便約款の定めるところにより名あて人本

人に限り交付し、若しくは配達する本人限定

受取郵便又はこれに準ずる方法 

二 当該代理人が自然人である場合において当

該代理人の事務所の所在地にあてて書面を送

付するとき、又は当該代理人が法人である場

合において当該代理人である法人の住所にあ

てて書面を送付するとき 書留郵便又は信書

便の役務であって信 書便事業者において引

受け及び配達の記録を行うもの 

６ 送付の方法により登記識別情報を記載した書

面の交付を求める場合には、送付に要 する費用

を納付しなければならない。 

７ 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信

書便の役務に関する料金の支払のため に使用す

ることができる証票であって法務大臣が指定す

るものを申請書と併せて提出する方法により納

付しなければならない。 

８ 第６項の送付は、申請人が当該郵便物をこれ

と同一の種類に属する他の郵便物に優先して送

達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出

したときは、当該取扱いによらなければならな

い。第４項第２号若しくは第３号又は第５項第

２号の場合において、 信書便の役務であって

当該取扱いに相当するものの料金に相当する当

該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するも

のを提出したときも、同様とする。 

９ 前２項の指定は、告示してしなければならな

い。 

 

第６３条の２ 官庁又は公署が登記権利者のため

に登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報

の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識

別情報を記載した書面を交付する方法によりす

ることもできる。この場合においては、官庁又

は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法

による交付を求めるときは、その旨及び送付先

の住所を嘱託情報の内容とするものとする。 

２ 前項の場合における登記識別情報を記載した

書面の送付は、同項の住所にあてて、 書留郵便

又は信書便の役務であって信書便事業者におい

て引受け及び配達の記録を行うものその他の郵

便又は信書便によって書面を送付する方法によ

ってするものとする。 

３ 前条第６項から第９項までの規定は、官庁又

は公署が送付の方法により登記識別情 報を記載

した書面の交付を求める場合について準用する。 

 

（登記識別情報の通知を要しない場合） 

第６４条 法第２１条ただし書の法務省令で定め

る場合は、次に掲げる場合とする。 

一 （略） 

二 法第２１条本文の規定により登記識別情報

の通知を受けるべき者（第６３条第１項第１

号に定める方法によって通知を受けるべきも

のに限る。）が、登記官の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに登記識別情報が

記録され、電子情報処理組織を使用して送信

することが可能になった時から３０日以内に

自己の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該登記識別情報を記録しない場合 

 三 法第２１条本文の規定により登記識別情報

の通知を受けるべき者（第６３条第１項第２

号に定める方法によって通知を受けるべきも

のに限る。）が、登記完了の時から三月以内

に登記識別情報を記載した書面を受領しない

場合 

 四 （略） 

２ （略） 

 

（登記識別情報に関する証明） 

第６８条 令第二十二条第一項に規定する証明の

請求は、次に掲げる事項を内容とする情報（以

下この条において「有効証明請求情報」という。）

を登記所に提供してしなければならない。 
 一 請求人の氏名又は名称及び住所 
 二 請求人が法人であるときは、その代表者の

氏名 
 三 代理人によって請求をするときは、当該代

理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が

法人であるときはその代表者の氏名 
 四 請求人が登記名義人の相続人その他の一般

承継人であるときは、その旨及び登記名義人

の氏名又は名称及び住所 
 五 当該登記識別情報に係る登記に関する次に

掲げる事項 
  イ 不動産所在事項又は不動産番号 
  ロ 登記の目的 
  ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 
  ニ 第３項第１号に掲げる方法により請求を
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するときは、甲区又は乙区の別 
 六 第１５項の規定により同項に規定する情報

を提供しないときは、その旨及び当該情報の

表示 

２ 前項の証明の請求（登記識別情報が通知され

ていないこと又は失効していることの証明の請

求を除く。）をするときは、有効証明請求情報

と併せて登記識別情報を提供しなければならな

い。第６６条の規定は、この場合における登記

識別情報の提供方法について準用する。 
３ 第１項の証明の請求は、次に掲げる方法のい

ずれかによりしなければならない。 
 一 法務大臣の定めるところにより電子情報処

理組織を使用して有効証明請求情報を登記所

に提供する方法 
 二 有効証明請求情報を記載した書面を提出す

る方法 
４ 第１項の証明は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によ

りするものとする。 
 一 前項第１号に掲げる方法により有効証明請

求情報が提供された場合 法務大臣の定める

ところにより、登記官の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録された情報を

電子情報処理組織を使用して送信し、これを

請求人又はその代理人の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録する方法 
 二 前項第２号に掲げる方法により有効証明請

求情報が提供された場合 登記官が証明に係

る事項を記載した書面を交付する方法 
５ 有効証明請求情報の内容である登記名義人の

氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致し

ないときは、有効証明請求情報と併せて当該登

記名義人の氏名若しくは名称又は住所について

の変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証

する市町村長、登記官その他の公務員が職務上

作成した情報を提供しなければならない。ただ

し、公務員が職務上作成した情報がない場合に

あっては、これに代わるべき情報を提供すれば

足りる。 
６ 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第

１項の証明の請求をするときは、その有効証明

請求情報と併せて相続その他の一般承継があっ

たことを証する市町村長、登記官その他の公務

員が職務上作成した情報を提供しなければなら

ない。ただし、公務員が職務上作成した情報が

ない場合にあっては、これに代わるべき情報を

提供すれば足りる。 
７ 令第４条並びに第７条第１項第一号及び第二

号の規定は、第１項の証明の請求をする場合（同

号の規定については、資格者代理人により第１

項の証明の請求をする場合を除く。）について

準用する。この場合において、令第４条ただし

書中「申請する登記の目的並びに登記原因及び

その日付が同一であるときその他総務省令で定

めると き」とあるのは、「有効証明請求情報の

内容である登記名義人の氏名又は名称及び住

 所が同一であるとき」と読み替えるものとする。 

８～１３ （略） 

１４ 資格者代理人が第１項の証明の請求をする

ときは、当該資格者代理人が登記の申 請の代理を

業とすることができる者であることを証する情報

（当該資格者代理人が法人である場合にあっては、

当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。）

を併せて提供しなければならない。 

１５ 資格者代理人によって第１項の証明の請求

をする場合には、第５項及び第６項の規定にかか

わらず、これらの規定に規定する情報は、提供す

ることを要しない。 

 

注 第６８条中 

  第１項は６号が追加された。 

  ２項から６項まで変更は無い。 

  第７項は一部修正された。 

  第１４項、第１５項は追加された。 

 

（事前通知） 

第７０条 法第２３条第１項の通知は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号 に定める

方法により書面を送付してするものとする。 

一 法第２２条に規定する登記義務者が自然人

である場合又は当該登記義務者が法人である

場合において当該登記義務者である法人の代

表者の住所にあてて書面を送付するとき 郵

便事業株式会社の内国郵便約款の定めるとこ

ろにより名あて人本人に限り交付し、若しく

は配達する本人限定受取郵便又はこれに準ず

る方法 

 二・三 （略） 

２～８ （略） 

 

（資格者代理人による本人確認情報の提供） 

第７２条 法第２３条第４項第１号の規定により

登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人

が申請の権限を有する登記名義人であることを

確認するために必要な情報（以下「本人確認情

報」という。）は、次に掲げる事項を明らかに

するものでなければならない。 

 一～三 （略） 

２～３ （略） 

 

第７４条 土地所在図、地積測量図、建物図面及

び各階平面図（これらのものが書面で ある場合

に限る。）は、０．２ミリメートル以下の細線

により、図形を鮮明に表示しなければならない。 

２～３ （略） 

 

（地役権図面の内容） 

第７９条 １～３ （略） 

４ 地役権図面（書面である場合に限る。）には、

地役権者が署名し、又は記名押印しなければな

らない。 

 

（登記事項証明書の交付の請求情報等） 
第１９３条第１項第４号 
 四 登記事項証明書の交付の請求をする場合に
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あっては、第百九十六条第一項各号（同項第

一号、第三号及び第四号を同条第二項におい

て準用する場合を含む。）に掲げる登記事項

証明書の区分 
 
注 赤字部分削る 
 

附則に次の５条を加える 

 

（電子申請において添付書面を提出する場合につ

いての特例等） 

第２１条 電子申請をする場合において、令附則

第５条第１項の規定により書面を 提出する方

法により添付情報を提供するときは、各添付情

報につき書面を提出する方法によるか否かの別

をも申請情報の内容とするものとする。 

２ 前項に規定する場合には、当該書面は、申請

の受付の日から２日以内に提出するものとする。 

３ 第１項に規定する場合には、申請人は、当該

書面を提出するに際し、別記第１３号様式によ

る用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付

しなければならない。 

一 受付番号その他の当該書面を添付情報とす

る申請の特定に必要な事項 

二 令附則第５条第１項の規定により提供する

添付情報の表示 

４ 第１項に規定する場合において、送付の方法

により当該書面を提出するときは、書 留郵便又

は信書便の役務であって当該信書便事業者にお

いて引受け及び配達の記録を行うものによるも

のとする。 

５ 前項に規定する場合には、当該書面を入れた

封筒の表面に令附則第５号第１項の規 定により

提出する書面が在中する旨を明記するものとす

る。 

 

第２２条 令附則第５条第４項の電磁的記録は、

法務大臣の定めるところにより送信して提供し

なければならない。 

２ 令附則第５条第４項の電磁的記録の提供は、

法第６４条の登記以外の登記ににつき、同項の

書面に記載された情報のうち登記原因の内容を

明らかにする部分についてすれば足りる。 

３ 令附則第５条第４項の規定により同項の書面

に記載された情報を記録する場合には、法務大

臣の定めるところにより当該書面に記載されて

いる事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装

置を含む。）で読み取る方法によらなければな

らない。 

 

第２３条 第１７条第１項の規定にかかわらず、

令附則第５条第１項の規定により 書面を提出

する方法により添付情報が提供された場合には、

当該書面は、第１９条から第２２条までの規定

に従い、第１８条第２号から第５号までに掲げ

る帳簿につづり込んで保管するものとする。 

 

第２４条 第３８条第３項及び第３９条第３項の

規定は、令附則第５条第１項の規 定により書

面を提出する方法により添付情報を提供した場

合について準用する。 

２ 第４５条、第４９条、第５０条及び第５５条

の規定は、令附則第５条第 １項の規定による

書面の提出について準用する。この場合におい

て、第５５条第１項中「申請書の添付書面」と

あるのは、「当該書面」と読み替えるものとす

る。 

３ 令附則第５条第１項規定により書面を提出す

る方法により添付情報を提供した場合における

第６０条第２項の規定の適用については、同項

第一号中「方法」とあるは、「方法又は登記所

に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る

書面を登記所に提出する方法」とする。 

４ 令附則第５条第１項の規定による書面を提出

する方法により添付情報を提供する場合におけ

る第６３条第７項の規定の適用については、同

項中「申請書」とあるのは、「附則第２１条第

３項の用紙」とする。 

 

第２５条 電子申請の場合における法第２３条第

１項に規定する申出は、当分の間、法第２２条

に規定する登記義務者が、第７０条第１項の書

面に通知にかかる申請の内容が真実である旨を

記載し、これに記名し、委任状に押印したもの

と同一の印を用いて当該書面に押印した上、登

記所に提出する方法によることができる。 

 

別記第１２号の次に次の一様式を加える。 

別記第１３号（附則第２１条第３項関係） 

 

附則 

この省令は、平成２０年１月１５日から施行す

る。 

 

 


